
なく済むことにより，低コスト化や労力の軽減が期待で

きる。

 今回のモデル団地では基本的に林内作業を一切行わな

いと決めたため，道路から作業を行うこととした。する

と，既設の林道，2010 年に設置した屋根型構造の基幹作

業道では団地内に集材できない場所があった。それを補

うため，尾根筋に伐根を抜いてある程度砂利を敷いたの

みの簡易な道（写真 1），または砂利を入れない作業路（写

真 2）を，団地内におよそ 100m 間隔で道があるように設

置した。

写真－1 尾根筋に作られた簡易の作業路

写真－2 砂利を敷かない作業路

これらの作業路により，団地内全てを網羅することが

できた。また，これらの簡易な作業路は尾根筋で路盤に

水が流れる心配がないため，維持管理が不要で壊れにく

く，低コストで作ることができる。簡易な作業路も今後

使用していくという設定になっている。そのため，砂利

を入れない作業路については道路脇の木に特殊な塗料で

マーキングし，次回の林内作業時に認識できるようにし

ている。

【作業システム】

 基本的な作業システムは，①チェーンソーによる伐倒・

枝払い，②ウィンチ付きトラクタ，グラップルによる集

材，③ハーベスタによる造材，④トラックによる運材と

いう流れになっている。作業道から林内には機械は入れ

ず，ウィンチで作業する。機械の林内走行を避けること

で，林地の損傷を抑えるよう配慮している。集材は基本

的に上荷集材を行い，斜面下側の木は下側の道路に向か

って伐倒する。手間のかかるウィンチ作業をなるべく短

縮するために，作業方向に伐倒している。実践事業では，

コクピットが回転するトラクタを使用したが，実際は道

内にある通常の農業用トラクタで同様の作業が可能であ

る。

森林施業プランナーに必要なもの 

 実践事業を通じて，森林施業プランナーに必要だと感

じたのは，①山づくりにコンセプトを持つこと，そして

②コストを意識すること，である。

 山づくりにコンセプト持つというのは，実践事業で訪

れたドイツ・オーストリアのフォレスターに指摘された

ことである。コンセプトに基づいて全体つまり作業シス

テムや路網などをひとまとめにみることが重要だという。

実践事業を進めてきて感じたのは，道路を作れば，また

高性能林業機械を導入すれば生産性が上がる，コストが

下がるという単純なものではないということである。例

えば，高価なハーベスタを導入すれば生産性が上がるの

かどうか考えてみる。実際ハーベスタが林内走行をでき

る場所は限定され，ある程度の傾斜になれば，作業道か

らのみの作業となる。そのことを考慮して作業道を設置

しないと，ハーベスタ導入が無駄遣いになってしまう可

能性がある。

 次に挙げるのはコストを意識するということである。

再度ハーベスタを例に挙げると，導入して生産性が上が

ったとしても，機械の導入コストを薄めるためにある程

度の作業量をこなさなくてはならず，作業コストが上昇

するという悪循環が生じる可能性がある。一方で，オー

ストリアでは馬搬を採用することで機械の導入や維持に

かかるコストを削減している。つまり，2000 万の機械を

1 年 200 日使用すれば修理費，減価償却費，燃料費に人

件費を加えると 1 日 5 万円程度必要であるところを，馬

搬であれば必要コストは人件費のみで 1 日 2 万円程度と

なり，利益を出しやすくなる。単純に高性能林業機械を

入れ，性能のよい作業道を作るだけでは，場合によって

はコストが上がってしまうことも考えられる。そのよう

な状況を防ぐためにも，コストを意識しながら施業計画

を立てるということが大切なのではないかと考える。

森林・林業再生に向けた国有林の役割 

－ フォレスター等人材育成に関する取組 － 

 
北海道森林管理局 平野 均一郎 

 
はじめに 

「森林・林業再生プラン」が平成 21 年 12 月に策定さ

れ，これを推進するにあたって中心となる人材の育成が

急務となっている。 

 国有林野事業は森林の整備，木材の生産・販売などを

継続的に実施し，これらに関するノウハウが蓄積すると

ともに，その管理する国有林は一定の広がりがあり多様

な森林からなることから，研修の場としても適当である。 

平成 22 年 11 月の「「森林・林業基本政策検討委員会」

最終とりまとめ」において人材の育成にあたって国有林

のフィールド・技術(1)の活用が想定されるとともに，

本年 7 月に改定された「森林・林業基本計画」において

も，森林・林業の再生に向けた国有林の貢献として「国

有林の有するフィールド・技術力を活用したフォレスタ

ー等の人材育成に率先して取り組む」(2)とされている。 

本報告では，本年度からスタートした北海道森林管理

局における人材育成に関する取組を紹介させていただく。

国有林の取組状況 

国有林野事業における人材育成の取組にあたっては，

平成 23 年４月に全国７ブロック（森林管理局）ごとに

研修実施拠点を設けるとともに，各２名ずつの担当官を

配置している。 

平成 23 年度は，各研修拠点において「准フォレスタ

ー研修」及び「林業専用道技術者研修」が実施された。 

 

【北海道森林管理局での取組】 

北海道森林管理局では、上記研修拠点において「准フ

ォレスター研修」を２グループに分け，第１グループは

７月中旬・９月中旬に各４泊５日を２回，第２グループ

も同様に８月上旬・10 月下旬に各４泊５日を２回実施し

た。また，「林業専用道技術者研修」は８月上旬から 11

月上旬までの間で各２泊３日の研修を４回実施したとこ

ろである。 

「准フォレスター研修」の受講者は，２グループ合計

で北海道庁職員（林業普及指導員）26名，国有林職員(森

林管理署流域管理調整官)11名であった。 

また，「林業専用道技術者研修」の受講者(４回の研

修の合計)は，北海道庁職員 18 名，市町村職員９名，国

有林(森林管理局及び署)職員 43 名，民間事業体 53 名で

あった。 

 

研修の内容 

【准フォレスター研修】 

本研修は，先の森林法改正により充実した市町村森林

整備計画の作成や，森林施業計画に代わる森林経営計画

の認定等にあたって，市町村職員に対して技術的支援を

行う「准フォレスター」を育成することを目的としてい

る。 

習得させる技術知識は，①各計画の意義や役割，②地

域全体の森林づくりの構想のために必要な施業技術や森

林の取扱いルール，③林業専用道・森林作業道の作設指

針や作業システムに関する知識，生産コスト低減のため

に必要な知識，④提案型集約化施業の意義や役割・その

推進方法など盛りだくさんである。 

研修のカリキュラムについては，実質８日間のうちグ

ループ演習や現地実習といった実践的なものが６日間を

占めている。 

特徴的なものを一部紹介する。第一週目に１日間(８

時間)を確保して行った市町村森林整備計画策定演習

(写真１)は，研修生を４つのグループに分け、それぞれ

のグループが同一の森林（約１万ヘクタールの国有林野）

を対象に小班ごとの林種・林齢・法令制限，公道・林道

や水源地等の位置情報，地域での登山等の利用状況，さ

らにバーチャルではあるがクマゲラなどの希少野生動物

の生息情報に基づき，２万分の１の図面を使ってゾーニ

ング(公益的機能別施業森林等の区分)を行い，そしてこ

れをプレゼンするものである。 

 

写真－１ 市町村森林整備計画策定演習でのゾーニング作業

これらを通じて，ゾーニング方法とその結果を関係者

に説明するポイントなどについて習得させることを狙い

ブロック名 研修実施拠点 担当官の配置 

北海道    
北海道森林管理局・石狩森林管理署

（札幌市） 

企画官 1 名 

専門官 1 名 

東北 盛岡森林管理署 （盛岡市） 〃 

関東 利根沼田森林管理署（沼田市） 〃 

中部 森林技術センター（下呂市） 〃 

近畿中国 森林技術センター（新見市） 〃 

四国 森林技術センター（高知市） 〃 

九州 熊本南部森林管理署（熊本市） 〃 
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としている。実際，研修生は各所属へ戻ればすぐさま市

町村森林整備計画策定支援が待っているので，研修修了

後のアンケートでも直ぐに役立つものとして上々の評判

であった。 

准フォレスター研修で，もう一つ紹介しておきたいの

が森林整備企画演習である。これは第二週目に 1.75 日

(14 時間)を割いて行ったものである。約３千ヘクタール

の国有林を対象に 10年間の間伐と林業専用道の開設計

画を策定し，これらの収支計算を行うもので，一定規模

の森林を対象に木材収入や補助金，事業費といったこと

について相場観を養う上でも重要な演習と言える。また，

林業専用道の開設計画については，１日かけて現地踏査

(写真２)を行い，図上の路線計画と現地を比較し，その

結果から明らかになる森林土木上のチェックポイントな

どを習得させることにも留意した。 

間伐の実施計画や林業専用道の開設計画といった実践

で強く求められるノウハウは，研修生に大いに役立つも

のとなったはずだ。 

写真－２ 森林整備企画演習での現地踏査 

そもそも本研修は，林野庁の民有林行政セクションで

ある研究保全課が民間事業者に委託して行うものを国有

林の出先機関である森林管理局が受け入れて実施する形

態を採っている。したがって研修内容は林野庁から示さ

れたカリキュラムに基づいて実施することは言うまでも

ないが，その範囲内とは言え，随所に森林土木分野に関

する実践的基礎知識(例えば林業専用道や森林作業道の

作設指針にある数値基準，クリノメータを利用した傾斜

の把握など)を体得できるよう演習内容や教材で工夫を

行ったことは，北海道森林管理局の特徴的な取組ではな

いかと思う。 

なお，准フォレスター研修は，林野庁や森林管理局職

員のほか，北海道大学大学院農学研究院 柿澤教授，渋

谷准教授，森林総合研究所の佐々木地域研究監など外部

講師のご協力を得て実施したことを申し添える。 

 

【林業専用道技術者研修】 

本研修は，林業専用道の設計者や監督者を育成するた

め，①これからの路網整備のあり方，林業専用道の意義，

②ルート選定，測量・設計，施工管理・監督に必要な技

術知識（林業専用道作設指針）， ③路網整備と一体の関

係をなす森林施業や作業システムに関する知識を習得さ

せるものである。

 研修のカリキュラムは，実質２日間で講義１日と現地

実習１日からなっている。

現地実習の前の講義では，林業専用道作設指針の解説

などを行った上で，林道起点と間伐対象林分を明示した

５千分の１の地形図を用いて，林業専用道の作設指針に

基づいて開設ルート案を作成させた。その後の現地実習

では机上で検討したルート案について実際に現地を歩き

ながら，ルート選定上のポイントとなる箇所を一つず

つグループ毎に検討，発表させるという形で行った。

また、同じ現地実習（写真３）においては，実際に開

設された作業道（林業専用道として設計されたわけで

はないが，林業専用道のイメージに近い作業道）と地

形を見ながら，林業専用道作設指針に照らし合わせ，ル

ート線形や簡易構造物の位置など設計上及び施工上の技

術的留意点を習得させることにも時間を取ったところで

ある。

本研修は道庁・市町村職員や国有林職員だけでなく，

民間の設計・測量コンサルタントや土木・建設事業者の

従業員も対象に行ったものであり，そういう意味におい

ても国有林の新しい役割を示すことができる研修ではな

かったかと思う。

写真－３ 林業専用道技術者研修での現地実習 

おわりに 

 森林・林業再生プラン（木材自給率 50％）の実現ため

には，路網の整備，森林施業の集約化及び人材の育成を

軸として様々な取組が必要であり，平成 23 年度は森林・

林業基本計画が改定され，これらの取組がスタートした。

 国有林もその実現に大きな役割が期待されており、そ

のポテンシャルは，森林資源（木材の供給能力）、これま

で培ってきた森林・林業技術、そして多様なフィールド

を有していることなどであろう。これらのポテンシャル

を実際にどう活かしていくかがこれからの国有林に求め

られている。

 人材育成の取組もその一環として始まったもので，ま

だ緒に付いたばかりであるが，今年度の研修結果から，

その内容の一層の充実やフィールドの整備といった課題

が浮き彫りになった。こうした課題を解決しながら国有

林として准フォレスター研修をはじめとした人材育成の

取組を継続的に実施していく考えである。

今、国有林は，昭和 22 年の林政統一以来の大きな転換

期を迎えている。国有林自身がこれをよく認識し，これ

までの発想を切り換えて，人材育成といった新たな役割

に積極的に取り組み，森林・林業再生プラン実現の原動

力とならなければならないと考える。
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